
有担保

ライフプランに合わせて、 2つのタイプから選べます

全期間引下げ型 当初期間引下げ型

住宅資金に

最高500
プラスでご融資可能！！

万円
まで

家具・家電、
自動車購入費も対象
ご返済期間は

最長50年

いろいろ

0円でお得!

 住宅資金と合わせて、
生活資金としてご融資

取引項目
金利引下げ条件は
こちらから

特別引下げ幅特別引下げ幅

固定金利特約型
全期間固定金利型 2年・3年・5年・10年

固定金利特約型

適用されます。
が

保証されます。
が

だけ

●保証料はろうきんが負担！
●ろうきんダイレクト（インターネッ
トバンキング）からの全額返済手
数料・一部繰上返済手数料はいつ
でも何度でも無料。
　（固定金利特約型の特約期間中で
もOK ! 回数制限もありません）

※生活資金口座は除きます。

※※

当初特約期間当初特約期間までご返済終了ご返済終了

まとめて一本
化することで毎月の返済額や総返済額を減らすことも可能です！

全期間引下げ幅全期間引下げ幅

ろうきん住宅ローン〈まるっと500・まるっと500α〉なら
うれしいメリットがいっぱい。

現在適用中の金利等については各営業店にお問い合わせください。また、当金庫ホームページでもご確認いただけます。

金利の概要・詳細・
Web簡易審査は
こちらから ▶

金利の概要・詳細・
Web簡易審査は
こちらから ▶

※原則40年までとなります。
※一定の要件を満たす方は
　50年まで可能です。

ろうきん住宅ローン



ライフプランに合わせて

選択できます。
と を

マイホームを購入する際、暮らしに合った返済プランを選ぶことが重要です。
北陸ろうきんでは2つのタイプの住宅ローンから、家族のライフプランや資産状況に合わせて、ぴったりなものを選べます。

固定金利特約型 3年の場合の金利引下げイメージ
●固定金利特約型の金利は、特約期間中の金利であり、更新時に異なる場合があります。

《ろうきん》住宅ローン
「まるっと500」「まるっと500α」の5つのポイント！

借入時

借入金利

返済期間
特約期間（3年）終了

特約期間（3年）終了後
固定金利特約型（3年）を
再契約した場合新規お借入時の

金利
お借入
金利
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通常金利

金
利
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特約期間（3年）終了
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特約期間終了後の
金利引下げ幅
特約期間終了後の
金利引下げ幅金利引下げ幅金利引下げ幅

金利引下げ幅金利引下げ幅
＋＋
当初期間
特別引下げ幅
当初期間
特別引下げ幅

特約期間（3年）終了後
固定金利特約型（3年）を
再契約した場合新規お借入時の

金利
お借入
金利

住宅資金と合わせて
生活資金として
最高500万円まで
ご融資が可能！

保証料0円！
当庫が負担いたします！

一部繰り上げ返済は
手数料無料！

特約自動更新で
手続きらくらく！

無担保ローンが
最下限金利で
ご利用可能！

（全額返済を除く）※1

※3

特約期間終了後も
借入時の金利引下げ幅が

ご返済終了まで
適用されます。

当初住宅ローン返済額を
抑えることができ
家計の負担を少なく
することが可能です。

全期間引下げ型 当初期間引下げ型

住宅の購入や他金融機関の住宅ローン借換を目的とした住宅資金をお申込みされた方
は、生活資金として、家具・家電購入費用、引越し費用、他金融機関ローンの借換資金、
一般生活における新規資金（自動車購入、教育費、結婚費用）等、最高500万円までお申
込みいただけます。

ろうきん住宅ローン〈有担保〉をご利用中の方は、無担保ローンをご利用される場合、
最下限金利（通常金利より0.7％引下げ）でご利用いただけます。（ただし、各種キャン
ペーン等で適用とならない場合がございます。）

残りの返済期間が特約期間に満たない場合は、自動更新が終了し、残りの期間は変動金利型となり
ます。

※3　最下限金利対象商品／フリーローン「く・ら・ら」、自動車ローン「くるま自慢」、教育ローン

特約期間満了後はお申込時に選択された特約期間と同一期間　  で自動更新されます。
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※2

ろうきん住宅ローン〈有担保〉「まるっと500」「まるっと500α」のお申込みには、
（一社）日本労働者信用基金協会の保証が必要となります。その際に必要となる保証料は、
ろうきんが負担しますので、お客様の負担は実質0円です！

※1

※2

25-ESI-177

一部繰り上げ返済時の手数料が無料なので、安心してご利用いただけます。
手数料の詳細については、
当金庫ＨＰ > 金利・手数料 > 各種手数料
不動産担保ローンに関する手数料(2)融資繰上償還時
にてご確認ください。

手数料の
詳細については
こちらから ▶


